
 

 

評価の内容（平成 28 年度実施） 

 

■事業の概要 

事業主体 与那国町 事業名 与那国町水道整備事業 

事業箇所 沖縄県八重山郡与那国町 補助区分 簡易水道施設整備費補助 

事業着手年度 平成 29年度 工期 平成 29年度～平成 38 年度 

総事業費 1,792,891 千円（税込み）  

概要図  

別紙にて掲載 

目的、必要性  

■目 的 

 本事業は、老朽化した施設の対応、災害等においても安定して水道水を供給し続けるために、水道施

設の更新・耐震化、硬度低減化施設の整備を目的としています。 

 

■必要性 

(1)浄水場の更新・移設、硬度低減化施設新設 

   浄水場(昭和 54年建設)は老朽化が進んでいるため、施設の更新が必要となっています。また、

近年、原水の硬度が上昇しているため、硬度低減化施設の新たな整備が必要となっています。 

(2)老朽管の更新・重要管路の耐震化 

    重要給水管路である導水管・送水管については、耐用年数を迎えることや、耐震化を図る

必要があるため、整備を行います。 

 

経緯  

本町の人口はこれまで減少傾向にありましたが、平成 27 年度に自衛隊の配備があり人口が急増

し、同年の給水人口は 1,646 人となっています。 

前記のとおり、水道施設整備事業を計画しておりますが、事業の効率的な執行及びその実施過

程の透明性の一層の向上を図るため、事業評価を行います。 

 

■事業をめぐる社会経済情勢等 

当該事業に係る水需給の動向等  

本町の行政人口は減少傾向にあり、この傾向は昭和 22 年の 12,000 人余をピークにして現在に

至っています。 

しかし、平成 27 年度に自衛隊の配備に伴う隊員の人口増により給水人口が増加し、現在の給水

人口は 1,646 人となっています。 

これらの状況を踏まえ本計画では、平成 18 年度～平成 27 年度の実績値を基にコーホート要因

法による推計を行ったところ計画の最終年度である平成 38 年度で 1,512 人となり、計画 1 日最大

給水量は 1,225m3/日となりました。 
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水源の水質の変化等  

過去 10 年間での浄水での硬度の最高値は平成 18 年度の 291mg/ で、平成 9 年度には南帆安水

源の原水で 293mg/ と基準値 300mg/ に近い数値となっています。しかし、平成 27 年 11～12 月

の硬度の実績を見ますと、水質基準の 300 ㎎/ を超えており、要因としては平成 27 年 9 月 28 日

の台風21号による大雨のため塩分を含む雨水が割目水源地近くの土地改良浸透池に集中したため

と推測されます。 

蒸発残留物についても、平成 27 年 10～12 月に水質基準 500mg/ を上回っており、水源地の水質

改善の見通しがたたず、基準値超過が継続する恐れがあります。また、南帆安水源地近くにも土

地改良浸透池建設の予定があり、同じような水源汚染の可能性があることから水質基準遵守のた

め硬度除去施設の導入が不可欠であります。 

 

当該事業に係る要望等  

硬度の影響は、地域住民の生活にも支障をきたしており、ボイラー等にスケールが付着し、修理及び

新規購入を余儀なくされています。このことからも、地域住民からの要望もあり、硬度の低減化の設備

が必要となります。 

 

関連事業との整合  

計画されている他の整備計画の進捗状況に応じて、関係機関と協議の上、対応していきます。

 

技術開発の動向  

・ダクタイル鋳鉄管（GX形）の採用 

 耐震性能を有する継手構造のダクタイル鋳鉄管です。狭開削可能な継手の開発により、従来の管に比

べて掘削幅が小さくなり、施工性が向上し工事費の削減が図れます。また、従来の合成樹脂塗装より防

食効果を高めた外面耐食塗装を採用することにより長寿命化が期待できる管です。 

この管を使用することにより、将来的には管路布設の頻度が減り、管路布設費用軽減が期待できます。

 

その他関連事項  

その他の関連事項としては、特にありません。 

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性 

新技術の活用の可能

性 
 

水道関連の新技術として、耐震性能を有する継手構造のダクタイル鋳鉄管があります。狭開削可能

な継手の開発により、従来の管に比べて掘削幅が小さくなり、施工性が向上し工事費の削減が図れます。

また、従来の合成樹脂塗装より防食効果を高めた外面耐食塗装を採用することにより長寿命化が期待で

きる管です。 

町水道部では今後も、これらの新技術に対しての情報を収集し、検討を行い続けながら効果が

大きいと判断した場合には積極的に導入し、環境に配慮した水道事業体となるよう目指していく

計画です。 
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コスト縮減の可能性  

１）．工事コストの低減として、浅層埋設に対応した仕切弁、弁筺を使用するなど、積極的に浅層

埋設を採用することで工期短縮および費用縮減を行っています。 

 

２）．工事コストおよび、ライフサイクルコスト低減として、配管材料に耐久性に優れている管を

採用しています。 

今後も、各種方策の実施に向けて検討を行い、更なるコスト縮減への取り組みを行って行きま

す。 

 

代替案立案の可能性  

本町では、自己水源及び処理施設を整備し事業を行っており、本事業における施設整備内容は

主に老朽化に伴う導、送水管の更新並びに浄水場の老朽化に伴う移設と硬度低減化施設整備とな

っています。 

本事業の代替案について、実現可能な代替案として硬度低減化施設整備の RO 膜とペレット法の

代替案を検討します。 

比較検討した結果、建設費と維持管理費を含めたランニングコストで比較すると、RO 膜が安値

になります。また、本町は日本最西端に位置する孤島により、故障等によってメンテナンスが必

要となった場合、本土より業者を呼ぶ事が困難になってきます。こうした問題からも複雑な制御

やメンテナンスを用いない RO膜が硬度除去には最適であると考え、ペレット法による代替案の可

能性は低いと考えます。 

 

■費用対効果分析 

事業により生み出される効果   

(１)水道水の安定供給（軟水器設置の回避等） 

硬度処理施設の便益として、同施設を設置しない場合、各家庭に必要となる軟水器の設置・

維持管理にかかる費用を計上しました。 
 

(２) 施設管理の効率化（委託費の支出回避） 

遠方監視システムと同等の監視状況として、24時間365日/人が監視した場合の委託費を計

上しました。 

 

(３) 施設の強靱化（断水被害の低減、維持管理費の低減等）   

  本事業は、基幹管路を耐震化し、また老朽管を更新することで、地震時の管の破断や漏水

事故を未然に防止するものです。断水被害額と復旧工事費の減少分を計上し、さらに、管路

更新により漏水防止効果も期待されることから、漏水損失額、漏水修理費等の維持管理費を

便益に計上しました。 
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費用便益比          

(1)費用便益比の算定方法(評価の基準年度：平成 28年度) 

「水道事業の費用対効果分析マニュアル 平成 23年 7 月」(厚生労働省健康局水道課)に基づき、整

備スケジュールや効果の発生時期が考慮される年次算定法により「総費用」、「総便益」を算定しま

した。 

(2)便益の算定 

便益の算定として以下の項目を計上しました。 

・ 軟水器設置費         ・断水被害額(管路) 

・ 軟水器維持管理費       ・維持管理費(管路) 

・ 委託費            ・断水被害額(浄水場) 

 

総 便 益＝2,402,845 千円   

(3)費用の算定                                        

費用については、事業費に維持管理費の増加分を加えた合計金額を計上しました。 

総 費 用＝1,940,040 千円 

(4)費用便益比の算定 

「総便益」を「総費用」で除して便益比を算定しました。 

費用便益比＝ 1.24  ＞  1.00 

費用便益比が 1.00 以上となることから、事業全体の投資効率性は妥当であるものと判断されます。

■その他(評価にあたっての特記事項等) 

特にありません。 

■対応方針 

 事業の費用便益比は 1.00 以上となっており、整備効果が認められます。今後は、本事業計画をもと

に事業を進めていく必要があります。 

■学識経験者等の第三者の意見 

事前評価対象事業の概要及び事前評価の内容を審議した結果、費用便益比が 1.00 以上となっている

ことから、本事業の施設整備計画は妥当であると判断します。 

■問合せ先 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 水道課 技術係 

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

TEL 03-5253-1111 

沖縄県与那国町まちづくり課 

 〒901-0292 沖縄県八重山郡与那国町字与那国 129 番地 

 TEL0980-87-3581 
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凡 例

平成３７、３８年度の更新管路（送水管）

平成３５、３６年度の更新管路（導水管）

平成２９～３４年度の更新、計画施設

給水区域

事 業 計 画 図

配水管布設

宇良部浄水場

比川減圧弁室

配水管布設

V = 60m3

L=11,506m

A=1,950m2

防護柵（ネットﾌｪﾝｽ）

宇良部地区

宇良部調整池

平成２７年度までの整備施設（復帰前施設を含む）

L=4,915m

祖納配水池

V = 200m3

　V = 2000m3

祖納減圧弁室

V = 1600m3

久部良配水池

原水貯水施設

比川配水池

原水貯水施設

V = 213m3
V=800m3

配水管布設

L=2,186m

造成工事  平成29年度工事

硬度低減化設備（RO膜設備）

流量調整池：１池

プラント室

緩速ろ過池：４池

着水井：１池

洗砂置場

塩素滅菌室

前処理設備

自家発電設備24KVA

計装・動力盤・TM盤

薬注設備

ろ過能力：1,400m3/日

平成30､31年度工事

自家発電設備47KVA

取水流量計φ100

計装・動力盤・TM盤

田原水源地

平成34年度工事

取水流量計φ100

計装・動力盤・TM盤

自家発電設備47.kVA

平成32年度工事

割目水源地

取水流量計φ100

自家発電設備147kVA

計装・動力盤・TM盤

平成33年度工事

南帆安水源地

平成32年度工事

DCIPФ150　L=970ｍ

導水管

計装・動力盤・TM盤

水質監視装置

取水流量計φ100/300

平成32年度工事

配水流量計室

DCIP　Ф150　L=100m

平成31年度工事

送水管

割目水源池～宇良部浄水場　φ150　L=3､072m H36宇良部調整池～久部良配水池　φ200　
L=7,

257m
 H37

田
原
水
源
池
～

宇
良
部
浄
水
場
　

φ
15
0　

L=
61
0m
 
H3
6

宇
良
部
調
整
池
～
比
川
配
水
池
　
φ
10
0　

L=
3､
20
0m
 H
38

南帆安水源池～宇良部浄水場　φ150　L=1､430m
　H35､H36

宇
良
部
調
整
池
～
久
部
良
配
水
池
　
φ
30
0　

L
=7
00
m 
H37

5

計装・動力盤・TM盤

平成32年度工事
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平成 29 年度 沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助(上水道施設整備費) 
事前評価 概要 

 

■事業の概要 

事業主体 糸満市水道部 事業名 糸満市水道施設整備事業 

事業個所 糸満市全域及び八重

瀬町の一部 

補助区分 沖縄簡易水道等施設整備費 

 (上水道施設整備費) 

事業着手年度 平成 29 年度 工期 平成 29 年度～平成 43 年度 

(15 ヵ年) 

総事業費 6,289,000 千円(税込)  

概要図 (別紙参照のこと) 

目的、必要性  

 

(事業の目的) 

本事業は、糸満市全体の水量を送る与座ポンプ場と、与座配水池の老朽化と耐震性の欠如

等から、糸満市全域に対する送配水の安定化を図るため耐震化・遠方監視化を含めた更新整

備を行うことを目的とする。また、給水区域内の基幹管路、重要支管について耐震性を向

上させ、且つ新規開発地区への配水を考慮した増径を行うことで、地震等の災害時におい

ても安定した給水を行うことを目的とする。 

 

(事業の必要性) 

本事業は、各配水系統において配水管など老朽化により発生している赤水、漏水を解

消し、水道水を安定的かつ効率的に供給するために実施する施設の更新と水道施設の備

えるべき耐震性能を早期に適合させることにより、施設の耐震化を図り、地震等が発生

した場合においても生命の維持や生活に必要な水を安定して供給し、被害の発生を抑制

し、影響を小さくするために必要な整備事業である。 

 

経緯  

 

評価対象事業に関係する主な事象を下表に示す。 

年月 名称 解説 

平成 21 年 3 月 糸満市水道施設耐震診

断業務 

糸満市における水道施設の耐震診断をおこない、

補修、補強案を検討した。 

平成 25 年 2 月 耐震化計画策定業務 糸満市における基幹管路を抽出し、重要度を判定

し順位付けをおこなった。 

平成 28 年 3 月 糸満市上水道事業施設

整備計画書 

上記の 2 つを参考に重要な施設・管路の耐震化更

新計画を策定した。 
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■事業をめぐる社会経済情勢等 

当該事業に係る水需給の動向等  

 本市の給水人口は増加しているが、節水器具の普及等により、生活用水は減少傾向に

あったが、近年は横ばいに近い状態で推移している。業務・営業用、その他用水は増加

傾向にある。平成 27 年度の一日平均給水量は 17,754  /日である。水需要の将来予測と

しては、給水人口の増加に伴い、一日平均(最大)給水量は増加傾向で推移すると予測され

る。 

種別 平成 27 年度 

実績値 

平成 43 年度 

予測値 

給水人口(人) 60,135 61,070 

一日最大給水量( /日) 20,110 24,784 

一日平均給水量( /日) 17,754 19,009 

  

水源の水質の変化等  

本市は、水道用水供給事業体である沖縄県企業局から浄水を購入することによって市

内全域の使用水量を賄っている。よって、原水や浄水処理過程の管理業務はなく、市民

に直接供給する上水のみの水質管理を行っている。なお、検査結果では、水質基準を十

分に満たしており、良質で安全な水道水の供給が確保、継続されている。 

 

当該事業に係る要望等  

漏水、赤水の苦情については、その都度職員が対応しているとともに、配水支管の更

新工事を進めていることから、苦情は減っていくと予測される。 

関連事業との整合  

糸満市や国、県の他部署の関連する事業計画に合わせて事業を行っていく計画である。

現在把握している計画としては糸満市の下水道工事(7 地区)、道路工事(6 路線)、集落排

水工事(8 地区)、県道工事(2 路線)がある。 

 

技術開発の動向  

・新しい管材であるダクタイル鋳鉄管(GX 形、NS 形)、水道配水用ポリエチレン管を採

用し耐震性能の向上を図る。 

・浅層埋設、埋め戻し材の再利用をおこない、工期短縮及び費用削減に取り組んでいる。

 

その他関連事項  

 特になし。 
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■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性 

新技術活用の可能性  

新技術、新材料等が開発された場合については、本市での適合性、施工性及びライフサ

イクルコスト等を考慮して優位性が見られれば積極的に採用を検討する。 

コスト縮減の可能性  

 管路の浅層埋設や埋め戻し材の再利用をおこない、配管材料を耐久性に優れた管材を使

用することでコスト縮減を図る。また、道路工事など他工事と重複する工事箇所について

は、施工時期を併せることにより重複する工種の削減を図るなど費用を縮減させるための

方策を積極的に進める。 

代替案立案の可能性  

 地震時における被害の低減を図るため、既存施設や管路の耐震化を進めるものであり、

現状では有益な代替案はない。 

■費用対効果分析 

事業により生み出される効果  

①地震被害時の断水被害の減少 

 管路の耐震化により、地震時における断水被害が軽減できる。なお、便益については、

断水被害額、復旧工事費、漏水損失額(量－反応法)の各減少分を計上する。 

②断水期間の減少による二次災害被害の減少 

 断水期間の減少により、漏水による浸水などの二次災害被害が減少する。 

③その他 

断水被害の軽減により、災害時に実施する応急給水対策が減少し、災害時でも水が供給

され、安定供給に対する満足度も向上するものである。 

②、③については定量化が困難なため便益には計上しない。 

費用便益比  

①費用便益比の算定方法 

水道事業費用対効果分析マニュアル(平成 23 年 7 月)に基づき、年次算定法により算定。

②便益の算定 

 耐震化実施後における断水被害額の減少分、復旧工事費の減少分、漏水損失額の低減額、

維持管理費の低減額を計上した。 

  総便益費＝5,628,704 (千円) 

③費用の算定 

 費用は、更新(耐震化)及び施設更新の建設費、用地費を計上した。 

  総費用＝5,013,144(千円) 

④費用便益比の算定 

 ｢総便益費｣を｢総費用｣で除して費用便益費を算定。 

  費用便益比＝ 1.12 ＞ 1.00 

 費用便益比が 1.0 以上となることから、本事業の投資効率性は妥当であると判断でき

る。 
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■その他(評価にあたっての特記事項等) 

 特になし 

 

■対応方針 

 本事業は、糸満市全体の水量を送る与座ポンプ場と、与座配水池の老朽化と耐震性の欠如

等から、糸満市全域に対する送配水の安定化を図るために行う施設更新とともに、近年多

発する地震被害等の災害に対しても水道施設の備えるべき耐震性能を早期に適合させる

施設・基幹管路等の耐震化を図り、被害が発生した場合においても被害の発生を抑制し、

影響を小さくすることにより生命の維持や生活に必要な水を安定的かつ効率的に供給す

るための整備事業である。 

【総合評価】社会経済情勢等の変化や関連計画と整合を図りながら計画され、費用便益

比も 1.0 以上であり費用対効果の面からも十分な効果が見込まれる。また、地震対策へ

の関心が高まる中、誰もが安心して安全に暮らすため、災害時に備える耐震化は重要で

ある。これらのことから、糸満市水道施設整備事業を新規事業として整備着手する。 

■学識経験者等の第三者の意見 

事前評価対象事業の内容を審議した結果、糸満市水道施設整備事業については、費用

便益費が 1.0 以上あることから妥当であると判断する。このことから事業実施年度を平

成 29 年度として進めることが望ましいと判断します。 

■問合せ先 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 水道課 技術係 

 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 

TEL 03-5253-1111 

糸満市 水道部 工務課 水道係 

 〒901-0392 沖縄県 糸満市 潮崎町 1 丁目 1 番地 

TEL 098-995-2457 
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主要施設(移設・撤去)
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(インバーター)
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(インバーター)
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－ 重要支管、病院向け直送管、面整備 －
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評価の内容（平成 28 年度実施） 

■事業の内容 

事業主体 北海道 厚沢部町 事業名 基幹改良 

事業箇所 北海道 厚沢部町 補助区分 生活基盤近代化事業  

事業着手年度 平成 29 年度 工期 平成 29 年度～平成 35 年度 

総事業費 

（消費税込み） 

1,427,400 千円（厚沢部町簡易水道事業分） 

2,076,800 千円（道営事業含む） 

概要図    

  全体平面図 P6 

  全体平面図（電気計装）P7 

 

目的、必要性    

厚沢部町簡易水道は昭和 34 年に創設して以来、数度の改良工事を実施してきたが、現在では

管路の老朽化が著しく、漏水事故が頻繁に起きている。 

平成 29 年から平成 35 年までの 7 年間で、送・配水管（158.8 ㎞）の約 23％にあたる 26 年

～46 年を経過した送配水管（36.6 ㎞）の布設替え（更新）と、15 年以上経過した電気計装

（中央監視装置）の更新をする計画である。  

老朽管の布設替えを行うことにより通年発生する管路補修費と漏水損失額の削減、管路折損

による断水被害の解消が図られる。 

さらに、想定した地震時において確率年（1/50 年）を基に断水被害額の減少、復旧工事費の

減少が見込まれる。 

老朽管を更新することにより通年における有収率の向上、並びに地域住民に安定した生活用

水の供給ができる。地震発生時においても被害額の減少が期待できる。 

また、平成 8 年度に整備した電気計装（中央監視装置）は、耐用年数を超過し補修費が嵩む

状況にある。電気計装施設の更新は、補修費の軽減と現場盤を人が監視する巡回・監視費用の

発生を回避できる。 

今回整備事業は、「道営農地整備事業（畑地帯担い手支援型[単独営農用水事業]）厚沢部第 2

地区」（以下「畑地帯（営農用水）厚沢部第２地区」と呼ぶ）が主体となってアロケート事業

（負担金）で実施する。 

（アロケート事業；農家で使用する使用水量と、非農家で使用する水量で按分する事業をい

う。農家使用水量分は道営事業が負担（厚沢部町一部負担）、非農家使用水量分は厚沢部町簡易

水道事業で負担。） 

 

経緯  

 厚沢部町の水道事業は、俄虫地区簡易水道事業として昭和 34 年に創設され、その後館地区が

昭和 36 年に、鶉地区が昭和 43 年に簡易水道事業として創設され、3 つの簡易水道事業が平成 8

年に統合し現在厚沢部町簡易水道事業として運営されている。 
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■事業をめぐる社会経済情勢等 

当該事業に係る水需要の動向等  

厚沢部町の人口は平成 18 年度から平成 27 年度まで減少をたどる一途である。一般用 1 人 1

日当りの使用水量は横ばい状況向にあり、その結果、水需要（有収水量）は平成 18 年以降減少

傾向を示している。平成 18 年から平成 27 年度までの給水人口、年間有収水量と生活用１人 1

日当り使用水量の関係はグラフに示すとおりである。 

平成 27 年度における給水人口は 4,283 人、1 日平均有収水量は 1,149  /日、1 日最大給水量

（年度内で最も多く給水した日の給水量）は 2,677  /日となっている。 

水源の水質の変化等  

厚沢部町簡易水道事業の水源は、湧水を使用している。水質、水量とも安定しており良好に

推移している。 

 

当事業に係る要望等  

下のグラフに近年の送配水管路の漏水補修件数及び修繕費、電気計装の修繕費の推移を示

す。 

管路施設の修繕費用は増加傾向にあり、今後老朽管の更新が望まれる。 

電気計装施設は、耐用年数を超え修繕や故障のための機器の更新が毎年実施され、今後も機

器の老朽化に伴い更新が望まれる。 
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関連事業との整合  

今回事業は、畑地帯（営農用水）厚沢部第 2 地区とのアロケート事業（負担金）で実施す

る。 

 

技術開発の動向  

 水道管の管種は近年では比較的安価な配水用ポリエチレン管やダクタイル鋳鉄管の NS 型 E 種管

が開発されており、それらを含め最適な管種を選定する。 

監視装置は、テレメーター伝送装置やクラウド監視を含め維持管理面から選定する。  

 

■新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性 

新技術の活用の可能性  

・送配水管の更新は、配水用ポリエチレン管や鋳鉄管 NS 型 E 種等管種の比較検討を行う。 

・監視装置は、新技術としてインターネットの Web システムを活用したクラウド監視が導入されて

いる。これらを含め新技術活用の比較検討を行う。 

 

コスト縮減の可能性  

・工事費が割増となる冬期工事を避ける。 

・河川横断方法は最も安価な道路橋への添架で行う。 

・信号点数により最適なテレメーター装置の選定、伝送容量の比較検討によりコスト縮減を図る。 

 

代替案立案の可能性  

・送水管を更新する方法として、開削せずに老朽管の中に新設管を引き込むパイプインパイプ工法

は仮配管が必要になることや、老朽管の内面をライニングして既設管を更生する管更生工法がある

が既設管を使用するために管断面積が縮小し配水能力が低下するため、これらの工法はメリットが

ないものと判断でき採用を見送る。 

・配水管の更新は、給水管の取出しがされていることから布設替え以外の方法はなく、代替案の可

能性はない。 

・監視装置は、NTT 専用回線を用いるテレメーター装置とインターネットを利用したクラウド監視

が導入されている。これらの比較検討を行う。 

 

■費用対効果分析 

事業により生み出される効果  

①管路更新による減・断水低減額 

 本事業は、老朽管を更新することで、漏水防止効果も期待され、漏水損失額、管路修繕額及び

管路破損による断水被害額の低減額を計上した。また地震時の破断や漏水事故による、断水被害

額及び復旧工事費の低減額を計上した。 

②電気計装にかかる委託費の回避 

電気計装施設の更新は、現場盤を人が監視する巡回・監視費用の発生を回避できる。 
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費用便益比（事業全体）  

①費用便益比の算定方法 

「水道事業費用対効果分析マニュアル（平成 29 年 3 月）」（厚生労働省健康局水道課）に基づ

き、換算係数法により費用便益比を算定した。 

②便益の算定 

 便益の算定項目は以下のとおりである。 

  ・断・減水低減額 

  ・監視費用の回避 

  ・総 便 益＝4,121,153 千円 

③費用の算定 

 費用は、管路更新事業の建設費及び施設の更新費用を計上した。 

  ・総 費 用＝2,831,028 千円 

④費用便益の算定 

 「総便益」を「総費用」で除して費用便益比を算出した。 

  費用便益比＝1.46＞1.0 

 費用便益比が 1.0 以上となることから、本事業の投資効率性は妥当であると判断できる。 

 

■その他（評価にあたっての特記事項等） 

布設替により無効な給水にあてる取水を低減することになり、水資源の保全につながるものと

考える。 

 

■対応方針 

事前評価の結果、各項目はそれぞれ問題のない結果を得ていることから、畑地帯（営農用水）

厚沢部第 2 地区による水道施設整備事業は適切と判断でき、事業実施する。 

水需要の動向・・・・・給水人口減少とともに水需要は減少傾向にある 

事業進行上の課題・・・特にない 

費用対効果・・・・・・費用以上の効果がある 

 

■学識経験者等の第三者の意見 

簡易水道等施設整備事業の事前評価に関する事項に関し、厚沢部町が実施する事前評価内容と

それに基づく対応方針について審議を行い、意見を取りまとめた結果、事業の実施は妥当である

と判断した。 

[厚沢部町簡易水道事業評価委員会] 

（委員長）佐々木 宏 厚沢部町議会副議長 

（委 員）大村 徳則 厚沢部町教育委員会生涯学習推進アドバイザー 

（委 員）松島 忠明 厚沢部町町内会連絡協議会会長 

（委 員）高田 一弥 厚沢部町議会産業厚生常任委員会委員長 

           厚沢部商工会会長 

（委 員）相良 一之 厚沢部町農業委員会会長 
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■問合せ先 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課技術係 

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

 TEL 03-5253-1111 

 

厚沢部町建設水道課上下水道係 

 〒043-1113 北海道檜山郡厚沢部町新町 207 番地 

 TEL 0139-64-3311 
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